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○ 有識者会議における検討
・ＮＤＢ及び介護ＤＢ情報等の連結解析基盤に関して、法的・
技術的な論点について整理するため、有識者会議で検討。
※ＮＤＢ、介護ＤＢの双方に精通した有識者等により構成。

＜有識者会議における主な検討事項＞

（１）個人情報保護法制等との関係

（２）データの収集・利用目的、対象範囲

（３）第三者提供（４）費用負担（５）実施体制

（６）技術面の課題（セキュリティの確保等を含む。）

（７）その他

○ 検討経緯
・4月 19日 医療保険部会開催
・5月 16日 第１回有識者会議開催
・5月 30日 第２回
・6月 14日 第３回
・6月 28日 第４回
・7月 12日 第５回
・7月 19日 「議論の整理-ＮＤＢと介護ＤＢの連結解析について-」

を取りまとめ、医療保険部会、介護保険部会に報告。

・9月 6日 第６回
・9月 27日 第７回
・10月25日 第８回
・11月15日 第９回 報告書（案）について議論
・11月16日 報告書とりまとめ、公表

構成員

石川 広己 公益社団法人日本医師会常任理事

◎ 遠藤 久夫 国立社会保障・人口問題研究所所長

海老名 英治 栃木県保健福祉部保健医療監

田中 弘訓 高知市健康福祉部副部長

樋口 範雄 武蔵野大学法学部特任教授

松田 晋哉 産業医科大学医学部公衆衛生学教授

松山 裕 東京大学大学院医学系研究科
公共健康医学専攻生物統計学教授

武藤 香織 東京大学医科学研究所ヒトゲノム解析センター
公共政策研究分野教授

棟重 卓三 健康保険組合連合会理事

〇 山本 隆一 一般財団法人医療情報システム開発
センター理事長

医療保険及び介護保険における請求事務等に係るデータを、二次利用の目的で悉皆的に収集する
という類似性を有するNDB及び介護DBの連結について先行して検討。

保健医療分野の他の公的データベースとの関係の整理等について検討。
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「医療・介護データ等の解析基盤に関する有識者会議報告書」ポイント①

１．議論の経緯等
○ 『経済財政運営と改革の基本方針2017』等を踏まえ、ＮＤＢと介護ＤＢの連結解析に係る基盤の構築に関し、
セキュリティや効率的な実施体制の確保、保健医療分野の他の公的データベース関係整理等について、
両データベースの匿名性の維持や、構築に関わる関係主体の理解を前提に検討。

○ ＮＤＢ、介護ＤＢは保健医療や介護の悉皆的データベースであり、連結解析や幅広い主体による利用促進により、
地域包括ケアシステムの構築や学術研究、研究開発の発展等に寄与し、国民生活の向上につながることを期待。

○ 厚生労働省においては、本報告書を踏まえ、医療保険部会及び介護保険部会等において検討を行った上で、
解析基盤の構築に向け、法的措置も含めた必要な措置を講じることが適当。

２．法律的な課題と対応
○ 現在、ＮＤＢと介護ＤＢの収集・利用目的は、法令の規定とガイドラインを組み合わせて設定されているが、公益
目的での利用を確保する観点から、収集・利用目的は法令に明確に規定すべき。このため、両データベースの収集・
利用目的の整合性を確保しつつ、連結解析や第三者提供を可能とする旨の利用目的について、法令に明確に規定すべき。

○ 現在、ＮＤＢと介護ＤＢの情報の第三者提供については、ガイドラインにおいて利用者の範囲等を定め対応して
いるが、利用の公益性確保や個人の特定を防止しつつ、民間主体を含めた幅広い主体による公益目的での利用を図る
ため、その枠組みを制度化すべき。このため、ＮＤＢ及び介護ＤＢの情報の第三者提供に関して、利用目的・利用内容
の審査や情報の適切な管理に関する義務、国による報告徴収や命令等に関する法の規定を整備すべき。

３．運用面の課題と対応
（１）第三者提供の手続等
・第三者提供に係る個別審査を円滑に実施し、迅速に提供するための方策（適切な審査頻度の確保等）を検討すべき。
・相談・助言の仕組み等、利用者の個々のニーズに対応できる利用者支援を充実化すべき。
・安全かつ利便性の高い第三者提供を可能にするための環境整備（クラウドの活用等）を検討すべき。
・オープンデータやデータセットの充実、オンサイトリサーチセンターの機能向上など、利用ニーズの増加への対応策
を検討すべき。

・リスクに応じた適切なセキュリティ対策を講じつつ、利用者に対して利用方法に応じたセキュリティ対策を求める
ことを原則とすべき。 2



「医療・介護データ等の解析基盤に関する有識者会議報告書」ポイント②

３．運用面の課題と対応
（２）データベースの整備のあり方
・2020年度に向け、カナ氏名等をハッシュ化して生成した識別子によりＮＤＢ、介護ＤＢの匿名での連結解析ができる
よう必要な対応を進めるべき。また、2021年度以降、連結精度の検証と個人単位被保険者番号をハッシュ化して作成
した識別子の整備・活用について検討すべき。
（※）被保険者番号の個人単位化については、2020年度の運用開始をめざし、保険者・医療関係者の意見を聴きながら具体的な仕組みを検討中。

４．実施体制・費用負担のあり方
○ 第三者提供の可否判断等、データベースの在り方に関わる性質の事務は、データベースを保有する国が自ら実施。
効果的・効率的な運営を図るため、第三者提供に係る手続、利用者支援やオンサイトリサーチセンターの運営補助等
の関連事務について、レセプトの取扱いや高度専門的な解析に関する知識を有する他の主体との役割分担を検討すべき。

○ 原則として、第三者提供に要する作業等に応じた費用負担を利用者から求めることを可能とすべき。ただし、個々の
利用目的の公益性や利用者の受益の程度等を勘案した費用負担軽減の仕組みも検討すべき。

５．保健医療分野の他の公的データベースとの関係整理
○ ＮＤＢ、介護ＤＢと他のデータベースの連結解析に関しては、下記の観点から検討。

① 連結解析の具体的ニーズがデータベースの関係者間で共有されているか

② 収集・利用目的が法令等で明確に定められ、連結解析を位置づけることが可能であるか
③ 第三者提供の枠組みが法令等で定められ、連結解析に係る第三者提供を位置づけることが可能であるか
④ ＮＤＢ、介護ＤＢとの匿名での連結解析が技術的に可能であるか

○ 以下の各データベースについては、連結解析に対するニーズや期待される有用性が認められることを踏まえ、以下の
ような各データベースの課題を解決した上で連結解析に向けた検討を進めるべき。
ＤＰＣ ：連結可能とする手法や調査項目の追加等の対応や必要な法整備の検討。

がん登録ＤＢ ：がん登録ＤＢの第三者提供の状況を踏まえ連携の在り方検討。
その上で、連結解析や第三者提供の要件等をがん登録推進法との整合性にも留意して検討。

難病・小慢ＤＢ：難病ＤＢと小慢ＤＢの連結の方法等の整理と、それを踏まえた連結解析の検討。
ＭＩＤ－ＮＥＴ：必要な技術的対応を精査し、システム改修や運用スキームを関係機関とともに検討。

○ その他の公的データベースとの連結解析についても、必要に応じデータベース毎に上記①から④までについて、関係者
の理解を得ながら検討を進めていくことが適当。 3


